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鷹栖町では、令和５年度末まで、目標を決めて減量化に取り組んでいます。 

名付けて「ごみダイエット!!」 

ダイエット目標は…ごみ全体の排出量「生卵Ⅿ玉１個分」 

 

 

燃やせるごみの排出量「新聞紙４枚分」     が目安です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今年度４月より燃やせるごみ処理委託料が２倍に増額されました。 

 前年度より 2,307 万円の増額で、4,177 万円になっています。 

要因は委託先の処理経費の増額と施設の延命化工事のためです。 

ごみダイエットにより、約 600 万円の処理委託料削減が見込めるので、ぜひ皆さ

んに実践していただきたいのです。 

ごみ減量化に伴い、令和２年１０月から燃やせるごみ袋を有料化いたします。 

 

 

 

 

 

「あら、それじゃあ安いうちに 

今のごみ袋をもっと買わなきゃ！」と思ったそこの方！！ 

今のごみ袋は、10 月からは差額シールを 

貼らなければご使用になれません。 

シールを買うので、かかる費用は新しいごみ袋を買うのと一緒です。 

今の袋を大量に買うと、後でシールを買ったり貼ったり、手間が増えるだけ。。。 

今まで通り、使う分だけの購入をおすすめします。 

 

新しいごみ袋と差額シールは９月から販売予定です。 

紙おむつを常用している乳幼児や高齢者または 

障がい者がいる世帯には減免措置があります。 

次号以降にまたお知らせしていきますね。 

 

 

「ごみダイエット」始まっています 
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燃やせるごみ袋の中に、まだ、分別ができる紙製品類が入っています。 

特に、次の紙製品類が多く入っています。 

 

菓子箱類 
菓子、 
冷凍食品、 
レトルト食品等の箱 

日用品類 
洗剤、ラップ、ティッシュ等の箱 

カップ類 

ヨーグルト、アイスクリーム、 

ジャム等のカップ 

医療品類 

市販の薬等の箱や袋 
袋、箱類 

紙袋や包装紙、商品の箱等 

パック類 

ジュース、食品、酒類等 

のパック 

ふた類 
カップ麺、アイスクリーム、 
食品等のふた 

ラベル類 
缶詰やビン等のラベル 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは１週間続けてみましょう、

よく出る家庭ならこれでごみダ

イエット完了かも?! 

 


